
職 職 ― １ ４

令和３年２月１日

各府省事務次官 殿

各外局の長 殿

人 事 院 事 務 総 長

「人事院規則１０―４（職員の保健及び安全保持）の運用について

」の一部改正について（通知）

「人事院規則１０―４（職員の保健及び安全保持）の運用について（昭和６２

年１２月２５日職福―６９１）」の一部を下記のとおり改正したので、令和３年

４月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこ

れに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように

改める。

改 正 後 改 正 前

第１６条関係 第１６条関係

１ （略） １ （略）

２ この条の第２項の勤務環境の ２ この条の第２項の勤務環境の

検査について、検査を必要とす 検査について、検査の項目及び

る場所並びに検査の項目及び回 回数にあっては次の表のとおり

数にあっては次の表のとおりと とし、規則別表第２第１号及び

し、規則別表第２第１号の業務 第３号の業務の行われる場所に



（同号８２に掲げる物質に係る おいて行う検査の測定方法にあ

ものを除く。）及び同表第３号 っては作業環境測定基準（昭和

の業務の行われる場所において ５１年４月２２日労働省告示第

行う検査の測定方法にあっては ４６号）の規定の例によるもの

作業環境測定基準（昭和５１年 とする。この場合において、別

４月２２日労働省告示第４６号 表第２の３に掲げる物質の試料

）の規定の例によるものとする 採取方法及び分析方法は、同表

。この場合において、別表第２ に掲げるとおりとする。

の３に掲げる物質の試料採取方

法及び分析方法は、同表に掲げ

るとおりとする。

検査を必 検査の項 検査の回 検査を必 検査の項 検査の回

要とする 目 数 要とする 目 数

場所 場所

規則別表 （略） （略） 規則別表 （略） （略）

第２第１ 第２第１

号の業務 号の業務

（同号８ の行われ

２に掲げ る場所

る物質に

係るもの

を除く。

）の行わ

れる場所

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

３ （略） ３ （略）

別表第２関係 別表第２関係

１ （略） １ （略）



２ 第１号１から８６までに掲げ ２ 第１号１から６５までに掲げ

る物質で、次の表の左欄に掲げ る物質で、次の表の左欄に掲げ

るものは、主としてそれぞれ同 るものは、主としてそれぞれ同

表の右欄に掲げる物質をいう。 表の右欄に掲げる物質をいう。

りん及びその りん酸及びそ クローム及び クロム酸及び

化合物（有機 の塩並びにり その化合物 その塩並びに

りん剤を除く ん化水素 重クロム酸及

。） びその塩

りん及びその りん酸及びそ

化合物（有機 の塩並びにり

りん剤を除く ん化水素

。）

シアン及びそ シアン化カリ

の化合物（ア ウム、シアン

クリロニトリ 化水素及びシ

ル、トリレン アン化ナトリ

ジイソシアネ ウム

ート（ＴＤＩ

）及びオルト

・フタロジニ

トリルを除く

。）

（略） （略） （略） （略）

硫化水素及び 硫化水素及び 硫化水素及び 硫化水素及び

メルカプタン メチルメルカ メルカプタン メチルメルカ

類 プタン 類 プタン

ベンゼン及び ベンゼン及び

その同族体 フェノール



ベンゼン及び パラ―ジメチ

その同族体の ルアミノアゾ

ニトロ誘導体 ベンゼン及び

及びアミノ誘 パラ―ニトロ

導体（第１号 クロルベンゼ

２７に掲げる ン

物質を除く。

）

芳香族炭化水 オルト―ジク

素のハロゲン ロルベンゼン

置換体（三・ 、クロルベン

三'―ジクロロ ゼン、ベンゾ

―四・四'―ジ トリクロリド

アミノジフェ 並びにペンタ

ニルメタンを クロルフェノ

除く。） ール及びその

ナトリウム塩

脂肪族炭化水 一・一・一―

素のハロゲン トリクロルエ

置換体（塩化 タン、一・二

ビニル、一・ ―ジクロルエ

二―ジクロロ チレン（二塩

プロパン、ク 化アセチレン

ロロホルム、 ）及び臭化メ

四塩化炭素、 チル

一・二―ジク

ロロエタン（

二塩化エチレ



ン）、一・一

・二・二―テ

トラクロロエ

タン（四塩化

アセチレン）

、ジクロロメ

タン（二塩化

メチレン）、

テトラクロロ

エチレン（パ

ークロルエチ

レン）及びト

リクロロエチ

レンを除く。

）

有機溶剤（第 アセトン、イ 有機溶剤（第 アセトン、イ

１号８２まで ソブチルアル １号６２まで ソブチルアル

に掲げる有機 コール、イソ に掲げる有機 コール、イソ

溶剤を除く。 プロピルアル 溶剤を除く。 プロピルアル

） コール、イソ ） コール、イソ

ペンチルアル ペンチルアル

コール（イソ コール（イソ

アミルアルコ アミルアルコ

ール）、一・ ール）、一―

一・一―トリ ブタノール、

クロルエタン エチルエーテ

、一・二―ジ ル、エチレン

クロルエチレ グリコールモ



ン（二塩化ア ノエチルエー

セチレン）、 テル（セロソ

一―ブタノー ルブ）、エチ

ル、エチルエ レングリコー

ーテル、エチ ルモノエチル

レングリコー エーテルアセ

ルモノエチル テート（セロ

エーテル（セ ソルブアセテ

ロソルブ）、 ート）、エチ

エチレングリ レングリコー

コールモノエ ルモノ―ノル

チルエーテル マル―ブチル

アセテート（ エーテル（ブ

セロソルブア チルセロソル

セテート）、 ブ）、エチレ

エチレングリ ングリコール

コールモノ― モノメチルエ

ノルマル―ブ ーテル（メチ

チルエーテル ルセロソルブ

（ブチルセロ ）、Ｎ・Ｎ―

ソルブ）、エ ジメチルホル

チレングリコ ムアミド、ガ

ールモノメチ ソリン、キシ

ルエーテル（ レン、クレゾ

メチルセロソ ール、コール

ルブ）、Ｎ・ タールナフサ

Ｎ―ジメチル （ソルベント

ホルムアミド ナフサを含む



、オルト―ジ 。）、酢酸イ

クロルベンゼ ソブチル、酢

ン、ガソリン 酸イソプロピ

、キシレン、 ル、酢酸イソ

クレゾール、 ペンチル（酢

クロルベンゼ 酸イソアミル

ン、コールタ ）、酢酸エチ

ールナフサ（ ル、酢酸ノル

ソルベントナ マル―ブチル

フサを含む。 、酢酸ノルマ

）、酢酸イソ ル―プロピル

ブチル、酢酸 、酢酸ノルマ

イソプロピル ル―ペンチル

、酢酸イソペ （酢酸ノルマ

ンチル（酢酸 ル―アミル）

イソアミル） 、酢酸メチル

、酢酸エチル 、シクロヘキ

、酢酸ノルマ サノール、シ

ル―ブチル、 クロヘキサノ

酢酸ノルマル ン、石油エー

―プロピル、 テル、石油ナ

酢酸ノルマル フサ、石油ベ

―ペンチル（ ンジン、テト

酢酸ノルマル ラヒドロフラ

―アミル）、 ン、テレビン

酢酸メチル、 油、トルエン

シクロヘキサ 、二―ブタノ

ノール、シク ール、ノルマ



ロヘキサノン ルヘキサン、

、石油エーテ ミネラルスピ

ル、石油ナフ リット（ミネ

サ、石油ベン ラルシンナー

ジン、テトラ 、ペトロリウ

ヒドロフラン ムスピリット

、テレビン油 、ホワイトス

、トルエン、 ピリット及び

二―ブタノー ミネラルター

ル、ノルマル ペンを含む。

ヘキサン、ミ ）、メタノー

ネラルスピリ ル、メチルエ

ット（ミネラ チルケトン、

ルシンナー、 メチルシクロ

ペトロリウム ヘキサノール

スピリット、 、メチルシク

ホワイトスピ ロヘキサノン

リット及びミ 及びメチル―

ネラルターペ ノルマル―ブ

ンを含む。） チルケトン

、メタノール

、メチルエチ

ルケトン、メ

チルシクロヘ

キサノール、

メチルシクロ

ヘキサノン及

びメチル―ノ



ルマル―ブチ

ルケトン

酸、アルカリ アンモニア、 酸、アルカリ アンモニア、

その他の刺激 塩化水素、硝 その他の刺激 エチレンオキ

性物質及び腐 酸、ホスゲン 性物質及び腐 シド、塩化水

食性物質（エ 及び硫酸 しょく性物質 素、硝酸、ホ

チレンオキシ スゲン及び硫

ドを除く。） 酸

３～１３ （略） ３～１３ （略）

別表第８関係 別表第８関係

１～６ （略） １～６ （略）

７ 第２８号の「除じん装置」、 ７ 第２８号の「除じん装置」、

「排ガス処理装置」及び「排液 「排ガス処理装置」及び「排液

処理装置」とは、それぞれ次の 処理装置」とは、それぞれ次の

表に掲げるものをいう。 表に掲げるものをいう。

除じん装置 規則別表第２ 除じん装置 規則別表第２

第３号に掲げ 第３号に掲げ

る業務の行わ る業務の行わ

れる場所に設 れる場所に設

置された除じ 置された除じ

んのための装 んのための装

置及び次に掲 置及び次に掲

げる有害物質 げる有害物質

の粉じんを含 の粉じんを含

有する気体を 有する気体を

排出する装置 排出する装置

に設けられた に設けられた

除じんのため 除じんのため



の装置 の装置

アクリルアミ アクリルアミ

ド、アクリロ ド、アクリロ

ニトリル、ア ニトリル、ア

ルキル水銀化 ルキル水銀化

合物（アルキ 合物（アルキ

ル基がメチル ル基がメチル

基又はエチル 基又はエチル

基である物に 基である物に

限る。）、ア 限る。）、ア

ルファ―ナフ ルファ―ナフ

チルアミン及 チルアミン及

びその塩、石 びその塩、石

綿、インジウ 綿、インジウ

ム化合物、エ ム化合物、エ

チレンイミン チレンイミン

、塩化ビニル 、塩化ビニル

、塩素、塩素 、塩素、塩素

化ビフェニル 化ビフェニル

（ＰＣＢ）、 （ＰＣＢ）、

オーラミン、 オーラミン、

オルト―トリ オルト―トリ

ジン及びその ジン及びその

塩、オルト― 塩、オルト・

フタロジニト フタロジニト

リル、カドミ リル、カドミ

ウム及びその ウム及びその

化合物、クロ 化合物、クロ



ム酸及びその ム酸及びその

塩、クロロメ 塩、クロロメ

チルメチルエ チルメチルエ

ーテル、コー ーテル、コー

ルタール、五 ルタール、五

酸化バナジウ 酸化バナジウ

ム、コバルト ム、コバルト

及びその無機 及びその無機

化合物、三酸 化合物、三酸

化二アンチモ 化二アンチモ

ン、三・三'― ン、三・三'―

ジクロロ―四 ジクロロ―四

・四'―ジアミ ・四'―ジアミ

ノジフェニル ノジフェニル

メタン、ジア メタン、ジア

ニシジン及び ニシジン及び

その塩、シア その塩、シア

ン化カリウム ン化カリウム

、シアン化水 、シアン化水

素、シアン化 素、シアン化

ナトリウム、 ナトリウム、

ジクロルベン ジクロルベン

ジジン及びそ ジジン及びそ

の塩、臭化メ の塩、臭化メ

チル、重クロ チル、重クロ

ム酸及びその ム酸及びその

塩、水銀及び 塩、水銀及び

その無機化合 その無機化合



物（硫化水銀 物（硫化水銀

を除く。）、 を除く。）、

トリレンジイ トリレンジイ

ソシアネート ソシアネート

（ＴＤＩ）、 （ＴＤＩ）、

ナフタレン、 ナフタレン、

鉛、ニッケル 鉛、ニッケル

化合物（ニッ 化合物（ニッ

ケルカルボニ ケルカルボニ

ルを除き、粉 ルを除き、粉

状の物質に限 状の物質に限

る。）、ニッ る。）、ニッ

ケルカルボニ ケルカルボニ

ル、ニトログ ル、ニトログ

リコール、パ リコール、パ

ラ―ジメチル ラ―ジメチル

アミノアゾベ アミノアゾベ

ンゼン、パラ ンゼン、パラ

―ニトロクロ ―ニトロクロ

ルベンゼン、 ルベンゼン、

砒素及びその 砒素及びその
ひ

化合物、弗化 化合物、弗化

水素、ベータ 水素、ベータ

―プロピオラ ―プロピオラ

クトン、ベリ クトン、ベリ

リウム及びそ リウム及びそ

の化合物、ベ の化合物、ベ

ンジジン及び ンジジン及び



その塩、ベン その塩、ベン

ゼン、ベンゾ ゼン、ベンゾ

トリクロリド トリクロリド

、ペンタクロ 、ペンタクロ

ルフェノール ルフェノール

（ＰＣＰ）及 及びそのナト

びそのナトリ リウム塩、マ

ウム塩、マゼ ゼンタ、マン

ンタ、マンガ ガン及びその

ン及びその化 化合物（塩基

合物、沃化メ 性酸化マンガ

チル、溶接ヒ ンを除く。）

ューム、リフ 、沃化メチル

ラクトリーセ 、リフラクト

ラミックファ リーセラミッ

イバー、硫化 クファイバー

水素並びに硫 、硫化水素並

酸ジメチル びに硫酸ジメ

チル

（略） （略） （略） （略）

別表第５の「１ 規則別表第２第１号に掲げる物質を取り扱い、又はそれらの

ガス、蒸気若しくは気膠質を吸入することにより障害を受けるおそれのある業務

」を次のように改める。

１ 規則別表第２第１号に掲げる物質を取り扱い、又はそれらのガス、蒸気若し

くは気膠質を吸入することにより障害を受けるおそれのある業務
こう

規則別表第２第１号に掲げる物質 検 査 の 項 目



鉛、その合金及び化合物（四アル １ 業務歴の調査

キル鉛を除く。右欄において同じ ２ 作業条件の簡易な調査

。） ３ 鉛、その合金及び化合物による既往

歴の有無の検査並びに５及び６に掲げ

る項目についての既往の検査結果の調

査

４ 自覚症状等の検査

（食欲不振、便秘、腹部不快感、腹部

の疝痛等の消化器症状、四肢の伸筋麻
せん

痺又は知覚異常等の末梢神経症状、関
ひ しょう

節痛、筋肉痛、蒼白、易疲労感、倦怠
そう けん

感、睡眠障害、焦燥感等）

５ 血液中の鉛の量の検査（ただし、前

回の特別の健康診断において当該検査

を受けた職員について、医師が必要で

ないと認めるときは、当該検査を省略

することができる。）

６ 尿中のデルタアミノレブリン酸の量

の検査（ただし、前回の特別の健康診

断において当該検査を受けた職員につ

いて、医師が必要でないと認めるとき

は、当該検査を省略することができる

。）

７ 作業条件の調査（医師が必要と認め

る場合に限る。）

８ 貧血検査（血色素量及び赤血球数の

検査を含む貧血に関する検査をいう。

以下この表において同じ。）（医師が



必要と認める場合に限る。）

９ 赤血球中のプロトポルフィリンの量

の検査（医師が必要と認める場合に限

る。）

10 神経学的検査（筋力検査、運動機能

検査、腱反射の検査、感覚検査等をい
けん

う。以下この表において同じ。）（医

師が必要と認める場合に限る。）

四アルキル鉛 １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 四アルキル鉛による既往歴の有無の

検査並びに５及び６に掲げる項目につ

いての既往の検査結果の調査

４ 自覚症状等の検査

（いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、

顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振戦
そう けん

、四肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹
けん こう おう

痛、不安、興奮、記憶障害その他の神

経症状又は精神症状）

５ 血液中の鉛の量の検査（ただし、前

回の特別の健康診断において当該検査

を受けた職員について、医師が必要で

ないと認めるときは、当該検査を省略

することができる。）

６ 尿中のデルタアミノレブリン酸の量

の検査（ただし、前回の特別の健康診

断において当該検査を受けた職員につ

いて、医師が必要でないと認めるとき



は、当該検査を省略することができる

。）

７ 作業条件の調査（医師が必要と認め

る場合に限る。）

８ 貧血検査（医師が必要と認める場合

に限る。）

９ 赤血球中のプロトポルフィリンの量

の検査（医師が必要と認める場合に限

る。）

10 神経学的検査（医師が必要と認める

場合に限る。）

水銀、そのアマルガム及び化合物 １ 業務歴の調査

（有機水銀を除く。右欄において ２ 作業条件の簡易な調査

同じ。） ３ 水銀、そのアマルガム及び化合物に

よる既往歴の有無の検査

（頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多

尿、歯肉炎、口内炎等）

４ 自覚症状等の検査

（頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多

尿、歯肉炎、口内炎等）

５ 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査
たん

フェニル水銀化合物 １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ フェニル水銀化合物による既往歴の

有無の検査

（不眠、頭痛、精神不安定感、手指の

振戦等）

４ 自覚症状等の検査



（不眠、頭痛、精神不安定感、手指の

振戦等）

５ 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査
たん

アルキル水銀化合物（アルキル基 １ 業務歴の調査

がメチル基又はエチル基である物 ２ 作業条件の簡易な調査

に限る。右欄において同じ。） ３ アルキル水銀化合物による既往歴の

有無の検査

（頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異

常、関節痛、不眠、嗜眠、抑鬱感、不
し

安感、歩行失調、手指の振戦、体重減

少等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異

常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の

振戦、体重減少等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

マンガン及びその化合物 １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ マンガン及びその化合物による既往

歴の有無の検査

（咳、痰、仮面様顔貌、膏顔、流涎、
せき たん こう ぜん

発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩

行障害、不随意性運動障害、発語異常

等のパーキンソン症候群様症状）

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、仮面様顔貌、膏顔、流涎、

発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩

行障害、不随意性運動障害、発語異常



等のパーキンソン症候群様症状）

５ 握力の測定

クロム酸及びその塩並びに重クロ １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

ム酸及びその塩 する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ クロム酸及びその塩並びに重クロム

酸及びその塩による既往歴の有無の検

査

（咳、痰、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症
せき たん くう

状等）

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、胸痛等）

５ 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔
せん

の所見の有無の検査

６ 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の

検査

７ 胸部のエックス線直接撮影による検

査（当該業務に４年以上従事した職員

に限る。）

カドミウム及びその化合物 １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ カドミウム及びその化合物による既

往歴の有無の検査

（咳、痰、喉のいらいら、鼻粘膜の異
せき たん

常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、
おう

反復性の腹痛又は下痢、体重減少等）

４ 自覚症状等の検査



（咳、痰、喉のいらいら、鼻粘膜の異

常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、

反復性の腹痛又は下痢、体重減少等）

５ 血液中のカドミウムの量の測定

６ 尿中のベータ２―ミクログロブリン

の量の測定

ベリリウム及びその化合物 １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ベリリウム及びその化合物による既

往歴の有無の検査

（呼吸器症状、アレルギー症状等）

４ 自覚症状等の検査

（乾性咳、痰、咽頭痛、喉のいらいら
せき たん

、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、
き

息苦しさ、倦怠感、食欲不振、体重減
けん

少等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

６ 肺活量の測定

７ 胸部のエックス線直接撮影による検

査（１年につき少なくとも１回）

砒素及びその化合物 １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事
ひ

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ 砒素及びその化合物による既往歴の

有無の検査



（鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎

、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等

）

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、食欲不振、体重減少、知覚
せき たん

異常等）

５ 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔
せん くう

の所見の有無の検査

６ 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化

等の皮膚所見の有無の検査

７ 胸部のエックス線直接撮影による検

査（当該業務に５年以上従事した職員

に限る。）

８ アルシンについては、貧血検査

りん及びその化合物（有機りん剤 １ 業務歴の調査

を除く。右欄において同じ。） ２ 作業条件の簡易な調査

３ りん及びその化合物による既往歴の

有無の検査

（倦怠感、食欲不振、貧血、黄疸、体
けん だん

重減少等）

４ 自覚症状等の検査

（倦怠感、食欲不振、貧血、黄疸、体

重減少等）

５ 口腔の検査
くう

（口腔粘膜の炎症及び歯牙の障害）

６ エックス線直接撮影を含む顎骨の検

査（医師が必要と認める場合に限る。

）



有機りん剤（ジメチル―二・二― １ 業務歴の調査

ジクロロビニルホスフェイト（Ｄ ２ 作業条件の簡易な調査

ＤＶＰ）を除く。右欄において同 ３ 有機りん剤による既往歴の有無の検

じ。） 査

（多汗、縮瞳、眼瞼及び顔面の筋線維
けん

束攣縮等）
れん

４ 自覚症状等の検査

（多汗、縮瞳、眼瞼及び顔面の筋線維

束攣縮等）

５ 血清コリンエステラーゼ活性値の測

定

ジメチル―二・二―ジクロロビニ １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

ルホスフェイト（ＤＤＶＰ） する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ジメチル―二・二―ジクロロビニル

ホスフェイト（ＤＤＶＰ）による既往

歴の有無の検査

（皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多

、めまい、筋線維束攣縮、悪心、下痢
れん

等）（皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の

疾患に係る症状にあっては、当該業務

に現に従事する職員に限る。）

４ 自覚症状等の検査

（皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多

、めまい、筋線維束攣縮、悪心、下痢

等）（皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の

疾患に係る症状にあっては、当該業務



に現に従事する職員に限る。）

５ 血清コリンエステラーゼ活性値の測

定（当該業務に現に従事する職員に限

る。）

シアン化カリウム、シアン化水素 １ 業務歴の調査

及びシアン化ナトリウム ２ 作業条件の調査

３ シアン化カリウム、シアン化水素及

びシアン化ナトリウムによる既往歴の

有無の検査

（頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜
けん

充血、異味、胃腸症状等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜

充血、異味、胃腸症状等）

アクリロニトリル １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ アクリロニトリルによる既往歴の有

無の検査

（頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身

倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出
けん おう

血等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身

倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出

血等）

トリレンジイソシアネート（ＴＤ １ 業務歴の調査

Ｉ） ２ 作業条件の簡易な調査

３ トリレンジイソシアネート（ＴＤＩ



）による既往歴の有無の検査

（頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、

咽頭痛、咽頭部違和感、咳、痰、胸部
せき たん

圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全

身倦怠感、眼、鼻又は喉頭の粘膜の炎
けん

症、体重減少、アレルギー性喘息等）
ぜん

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、

咽頭痛、咽頭部違和感、咳、痰、胸部

圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全

身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎

症、体重減少、アレルギー性喘息等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

メチレンジフェニルジイソシアネ １ 業務歴の調査

ート（ＭＤＩ） ２ 作業条件の簡易な調査

３ メチレンジフェニルジイソシアネー

ト（ＭＤＩ）による既往歴の有無の検

査

（頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、

咽頭痛、咽頭部違和感、咳、痰、胸部
せき たん

圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全

身倦怠感、眼、鼻又は喉頭の粘膜の炎
けん

症、体重減少、アレルギー性喘息等）
ぜん

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、

咽頭痛、咽頭部違和感、咳、痰、胸部

圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全

身倦怠感、眼、鼻又は喉頭の粘膜の炎



症、体重減少、アレルギー性喘息等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

オルト―フタロジニトリル １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ てんかん様発作の既往歴の有無の検

査

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦怠
けん

感、悪心、食欲不振、顔面蒼白、手指
そう

の振戦等）

塩素 １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 塩素による既往歴の有無の検査

（呼吸器症状、眼の症状等）

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、上気道刺激症状、流涙、角
せき たん

膜の異常、視力障害、歯の変化等）

弗化水素 １ 業務歴の調査
ふっ

２ 作業条件の簡易な調査

３ 弗化水素による既往歴の有無の検査

（呼吸器症状、眼の症状等）

４ 自覚症状等の検査

（眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙
くう

の変色等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

沃素及びその化合物 １ 業務歴の調査
よう

２ 作業条件の簡易な調査

３ 沃素及びその化合物による既往歴の



有無の検査

（流涙、眼の痛み、咳、鼻汁過多、頭
せき

重、頭痛、めまい、眠気、悪心、嘔吐
おう

、倦怠感、目のかすみ等）
けん

４ 自覚症状等の検査

（流涙、眼の痛み、咳、鼻汁過多、頭

重、頭痛、めまい、眠気、悪心、嘔吐

、倦怠感、目のかすみ等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

６ バセドウ病様症状の検査

一酸化炭素 １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 一酸化炭素による既往歴の有無の検

査

（頭痛、もの忘れ、疲労感、めまい、

精神不安定感等）

４ 自覚症状等の検査

（頭痛、もの忘れ、疲労感、めまい、

精神不安定感等）

５ 視野狭窄の検査
さく

二酸化硫黄 １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 二酸化硫黄による既往歴の有無の検

査

（咳、痰、嗄声、眼の刺激、食欲不振
せき たん さ

、便秘等）

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、嗄声、眼の刺激、食欲不振



、便秘等）

硫化水素及びメルカプタン類 １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 硫化水素及びメルカプタン類による

既往歴の有無の検査

（呼吸器症状、眼の症状等）

４ 自覚症状等の検査

（頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易

興奮性、悪心、咳、上気道刺激症状、
せき

胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙

の変化等）

二硫化炭素 １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 二硫化炭素による既往歴の有無の検

査

（頭重、頭痛、不眠、焦燥感、めまい

、下肢の倦怠感又はしびれ感、食欲不
けん

振等胃の異常症状、眼の痛み、神経痛

等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、不眠、焦燥感、めまい

、下肢の倦怠感又はしびれ感、食欲不

振等胃の異常症状、眼の痛み、神経痛

等）

５ 眼底検査

６ 貧血検査（医師が必要と認める場合

に限る。）

７ ＡＳＴ等検査（血清アスパラギン酸



アミノトランスフェラーゼ(ＡＳＴ）、

血清アラニンアミノトランスフェラー

ゼ(ＡＬＴ）及びガンマ―グルタミルト

ランスペプチダーゼ（γ―ＧＴ）の検

査をいう。以下この表において同じ。

）を含む肝機能検査（医師が必要と認

める場合に限る。）

８ 腎機能検査（尿中蛋白量、尿中糖量
たん

及び尿比重の検査、尿沈渣検鏡の検査
さ

等をいう。以下この表において同じ。

）（医師が必要と認める場合に限る。

）

９ 神経学的検査（医師が必要と認める

場合に限る。）

10 心電図検査（医師が必要と認める場

合に限る。）

ベンゼン １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ベンゼンによる既往歴の有無の検査

（頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦
き こう けん

怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血

傾向等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦

怠感、四肢のしびれ、食欲不振等）

５ 赤血球数等の赤血球系の血液検査



６ 白血球数の検査

フェノール １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ フェノールによる既往歴の有無の検

査

（頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦
き こう けん

怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血

傾向等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦

怠感、四肢のしびれ、食欲不振等）

５ 赤血球数等の赤血球系の血液検査

６ 白血球数の検査

アルファ―ナフチルアミン及びそ １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

の塩 する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ アルファ―ナフチルアミン及びその

塩による既往歴の有無の検査

（頭痛、悪心、めまい、昏迷、倦怠感
こん けん

、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、

顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿
そう

の着色、血尿、頻尿、排尿痛等）

４ 自覚症状等の検査

（頭痛、悪心、めまい、昏迷、倦怠感

、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、

顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、尿

の着色、血尿、頻尿、排尿痛等）



５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査（

当該業務に現に従事する職員に限る。

）

６ 尿中の潜血検査

７ 尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパ
さ

ニコラ法による細胞診の検査（医師が

必要と認める場合に限る。）

ベータ―ナフチルアミン及びその １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

塩 する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ベータ―ナフチルアミン及びその塩

による既往歴の有無の検査

（頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器
こん

の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白
そう

、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、

血尿、頻尿、排尿痛等）

４ 自覚症状等の検査

（頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器

の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼白

、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、

血尿、頻尿、排尿痛等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査（

当該業務に現に従事する職員に限る。

）

６ 尿中の潜血検査

７ 尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパ
さ

ニコラ法による細胞診の検査（医師が



必要と認める場合に限る。）

オルト―トリジン及びその塩 １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ オルト―トリジン及びその塩による

既往歴の有無の検査

（眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛

等）

４ 自覚症状等の検査

（眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛

等）

５ 尿中の潜血検査

６ 尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパ
さ

ニコラ法による細胞診の検査（医師が

必要と認める場合に限る。）

オルト―トルイジン １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ オルト―トルイジンによる既往歴の

有無の検査

（頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠
けん

感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進
そう き こう

、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等）

（頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠

感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進

、尿の着色等の急性の疾患に係る症状



にあっては、当該業務に現に従事する

職員に限る。）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠

感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進

、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等）

（頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠

感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進

、尿の着色等の急性の疾患に係る症状

にあっては、当該業務に現に従事する

職員に限る。）

５ 尿中の潜血検査

６ 尿中のオルト―トルイジンの量の測

定、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパ
さ

パニコラ法による細胞診の検査（尿中

のオルト―トルイジンの量の測定にあ

っては、当該業務に現に従事する職員

に限る。）（医師が必要と認める場合

に限る。）

ジアニシジン及びその塩 １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ジアニシジン及びその塩による既往

歴の有無の検査

（皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血

尿、頻尿、排尿痛等）

４ 自覚症状等の検査



（皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血

尿、頻尿、排尿痛等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査（

当該業務に現に従事する職員に限る。

）

６ 尿中の潜血検査

７ 尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパ
さ

ニコラ法による細胞診の検査（医師が

必要と認める場合に限る。）

ジクロルベンジジン及びその塩 １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ジクロルベンジジン及びその塩によ

る既往歴の有無の検査

（頭痛、めまい、咳、呼吸器の刺激症
せき

状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等）

４ 自覚症状等の検査

（頭痛、めまい、咳、呼吸器の刺激症

状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査（

当該業務に現に従事する職員に限る。

）

６ 尿中の潜血検査

７ 尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパ
さ

ニコラ法による細胞診の検査（医師が

必要と認める場合に限る。）

マゼンタ １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事



する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ マゼンタによる既往歴の有無の検査

（血尿、頻尿、排尿痛等）

４ 自覚症状等の検査

（血尿、頻尿、排尿痛等）

５ 尿中の潜血検査

６ 尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパ
さ

ニコラ法による細胞診の検査（医師が

必要と認める場合に限る。）

ベンジジン及びその塩 １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ベンジジン及びその塩による既往歴

の有無の検査

（血尿、頻尿、排尿痛等）

４ 自覚症状等の検査

（血尿、頻尿、排尿痛等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査（

当該業務に現に従事する職員に限る。

）

６ 尿中の潜血検査

７ 尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパ
さ

ニコラ法による細胞診の検査（医師が

必要と認める場合に限る。）

オーラミン １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事



する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ オーラミンによる既往歴の有無の検

査

（血尿、頻尿、排尿痛等）

４ 自覚症状等の検査

（血尿、頻尿、排尿痛等）

５ 尿中の潜血検査

６ 尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパ
さ

ニコラ法による細胞診の検査（医師が

必要と認める場合に限る。）

芳香族ニトロ化合物及び芳香族ア １ 業務歴の調査

ミノ化合物（アルファ―ナフチル ２ 作業条件の簡易な調査

アミン及びその塩、ベータ―ナフ ３ 芳香族ニトロ化合物及び芳香族アミ

チルアミン及びその塩、オルト― ノ化合物による既往歴の有無の検査

トリジン及びその塩、ジアニシジ （顔面蒼白、貧血、チアノーゼ、胃腸
そう

ン及びその塩、ジクロルベンジジ 障害、体重減少、めまい、不眠、耳鳴

ン及びその塩、マゼンタ、ベンジ り、無力感等）

ジン及びその塩、オーラミン、パ ４ 自覚症状等の検査

ラ―ジメチルアミノアゾベンゼン （顔面蒼白、貧血、チアノーゼ、胃腸

、パラ―ニトロクロルベンゼン、 障害、体重減少、めまい、不眠、耳鳴

四―アミノジフェニル及びその塩 り、無力感等）

並びに四―ニトロジフェニル及び ５ 赤血球数等の赤血球系の血液検査

その塩を除く。右欄において同じ ６ 白血球数の検査

。）

パラ―ジメチルアミノアゾベンゼ １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

ン する職員に限る。）



２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

による既往歴の有無の検査

（咳、咽頭痛、喘鳴、呼吸器の刺激症
せき ぜん

状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿

痛等）

４ 自覚症状等の検査

（咳、咽頭痛、喘鳴、呼吸器の刺激症

状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿

痛等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査（

当該業務に現に従事する職員に限る。

）

６ 尿中の潜血検査

７ 尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパ
さ

ニコラ法による細胞診の検査（医師が

必要と認める場合に限る。）

パラ―ニトロクロルベンゼン １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ パラ―ニトロクロルベンゼンによる

既往歴の有無の検査

（頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労
けん

感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心
そう

悸亢進、尿の着色等）
き こう

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労

感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心



悸亢進、尿の着色等）

四―アミノジフェニル及びその塩 １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 四―アミノジフェニル及びその塩に

よる既往歴の有無の検査

（頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸
けん

器の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チ
そう

アノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿

、頻尿、排尿痛等）

４ 自覚症状等の検査

（頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸

器の刺激症状、疲労感、顔面蒼白、チ

アノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿

、頻尿、排尿痛等）

５ 尿中の潜血検査

６ 尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパ
さ

ニコラ法による細胞診の検査（医師が

必要と認める場合に限る。）

四―ニトロジフェニル及びその塩 １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 四―ニトロジフェニル及びその塩に

よる既往歴の有無の検査

（頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸
けん

器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感

、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、
そう

尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等）

４ 自覚症状等の検査

（頭痛、めまい、眠気、倦怠感、呼吸



器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感

、顔面蒼白、チアノーゼ、運動失調、

尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等）

５ 尿中の潜血検査

６ 尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパ
さ

ニコラ法による細胞診の検査（医師が

必要と認める場合に限る。）

芳香族炭化水素のハロゲン置換体 １ 業務歴の調査

（三・三'―ジクロロ―四・四'― ２ 作業条件の簡易な調査

ジアミノジフェニルメタン、ベン ３ 芳香族炭化水素のハロゲン置換体に

ゾトリクロリド、ペンタクロルフ よる既往歴の有無の検査

ェノール（ＰＣＰ）及びそのナト （咳、痰、咽頭痛、頭痛、めまい、易
せき たん

リウム塩、オルト―ジクロルベン 疲労感、倦怠感、食欲不振、甘味嗜好
けん し

ゼン並びにクロルベンゼンを除く 、多汗、発熱、動悸、眼の痛み等）
き

。右欄において同じ。） ４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、咽頭痛、頭痛、めまい、易

疲労感、倦怠感、食欲不振、甘味嗜好

、多汗、発熱、動悸、眼の痛み等）

５ 尿中の蛋白の有無の検査
たん

６ 貧血検査

７ ＡＳＴ等検査を含む肝機能検査（医

師が必要と認める場合に限る。）

８ 腎機能検査

９ 神経学的検査

三・三'―ジクロロ―四・四'―ジ １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

アミノジフェニルメタン する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）



３ 三・三'―ジクロロ―四・四'―ジア

ミノジフェニルメタンによる既往歴の

有無の検査

（上腹部の異常感、倦怠感、咳、痰、
けん せき たん

胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等）

４ 自覚症状等の検査

（上腹部の異常感、倦怠感、咳、痰、

胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等）

５ 尿中の潜血検査

６ 尿中の三・三'―ジクロロ―四・四'

―ジアミノジフェニルメタンの量の測

定、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパ
さ

パニコラ法による細胞診の検査（尿中

の三・三'―ジクロロ―四・四'―ジア

ミノジフェニルメタンの量の測定にあ

っては、当該業務に現に従事する職員

に限る。）（医師が必要と認める場合

に限る。）

７ ＡＳＴ等検査を含む肝機能検査（医

師が必要と認める場合に限る。）

８ 腎機能検査（６に定める尿沈渣検鏡

の検査を除く。）（医師が必要と認め

る場合に限る。）

ベンゾトリクロリド １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ベンゾトリクロリドによる既往歴の



有無の検査

（咳、痰、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚
せき たん

脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ等）
くう

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚

脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸部等
けい

のリンパ節の肥大等）

５ ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の

有無の検査

６ 胸部のエックス線直接撮影による検

査（当該業務に３年以上従事した職員

に限る。）

ペンタクロルフェノール（ＰＣＰ １ 業務歴の調査

）及びそのナトリウム塩 ２ 作業条件の簡易な調査

３ ペンタクロルフェノール（ＰＣＰ）

及びそのナトリウム塩による既往歴の

有無の検査

（咳、痰、咽頭痛、喉のいらいら、頭
せき たん

痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲
けん

不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、
し

発熱、心悸亢進、眼の痛み、皮膚掻痒
き こう そうよう

感等）

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、咽頭痛、喉のいらいら、頭

痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲

不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、

眼の痛み、皮膚掻痒感等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査



６ 血圧の測定

７ 尿中の糖の有無の検査

塩素化ビフェニル（ＰＣＢ） １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 塩素化ビフェニル（ＰＣＢ）による

既往歴の有無の検査

（皮膚症状、肝障害等）

４ 自覚症状等の検査

（食欲不振、脱力感等）

５ 毛嚢性挫瘡、皮膚の黒変等の皮膚所
のう そう

見の有無の検査

脂肪族炭化水素のハロゲン置換体 １ 業務歴の調査

（塩化ビニル、一・二―ジクロロ ２ 作業条件の簡易な調査

プロパン、クロロホルム、四塩化 ３ 脂肪族炭化水素のハロゲン置換体に

炭素、一・二―ジクロロエタン（ よる既往歴の有無の検査

二塩化エチレン）、一・一・二・ （疲労感、めまい、吐気等）

二―テトラクロロエタン（四塩化 ４ 自覚症状等の検査

アセチレン）、ジクロロメタン（ （疲労感、めまい、吐気等）

二塩化メチレン）、テトラクロロ ５ 尿中の蛋白の有無の検査
たん

エチレン（パークロルエチレン） ６ 貧血検査（医師が必要と認める場合

、トリクロロエチレン、臭化メチ に限る。）

ル、一・一・一―トリクロルエタ ７ ＡＳＴ等検査を含む肝機能検査（医

ン及び一・二―ジクロルエチレン 師が必要と認める場合に限る。）

（二塩化アセチレン）を除く。右 ８ 腎機能検査（医師が必要と認める場

欄において同じ。） 合に限る。）

９ 神経学的検査（医師が必要と認める

場合に限る。）

塩化ビニル １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事



する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ 塩化ビニルによる既往歴の有無の検

査

（全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、
けん

不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手
だん

指の蒼白、疼痛又は知覚異常、肝疾患
そう とう

等）

４ 自覚症状等の検査

（頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感

、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸

、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等

）

５ 肝又は脾の腫大の有無の検査
ひ

６ 血清ビリルビン、血清アスパラギン

酸アミノトランスフェラーゼ(ＡＳＴ）

、血清アラニンアミノトランスフェラ

ーゼ(ＡＬＴ）、アルカリホスファター

ゼ等の肝機能検査

７ 胸部のエックス線直接撮影による検

査（当該業務に１０年以上従事した職

員に限る。）

一・二―ジクロロプロパン １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ 一・二―ジクロロプロパンによる既



往歴の有無の検査

（眼の痛み、発赤、咳、咽頭痛、鼻腔
せき くう

刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸
おう だん

、体重減少、上腹部痛等）（眼の痛み

、発赤、咳等の急性の疾患に係る症状

にあっては、当該業務に現に従事する

職員に限る。）

４ 自覚症状等の検査

（眼の痛み、発赤、咳、咽頭痛、鼻腔

刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸

、体重減少、上腹部痛等）（眼の痛み

、発赤、咳等の急性の疾患に係る症状

にあっては、当該業務に現に従事する

職員に限る。）

５ 血清総ビリルビンの検査、ＡＳＴ等

検査及びアルカリホスファターゼの検

査

クロロホルム １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ クロロホルムによる既往歴の有無の

検査

（頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪

心、嘔吐、知覚異常、眼の刺激症状、
おう

上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常

等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪

心、嘔吐、知覚異常、眼の刺激症状、



上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常

等）

５ ＡＳＴ等検査

四塩化炭素 １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 四塩化炭素による既往歴の有無の検

査

（頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪

心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激
おう

症状、皮膚又は粘膜の異常等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪

心、嘔吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激

症状、皮膚又は粘膜の異常等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

６ ＡＳＴ等検査

一・二―ジクロロエタン（二塩化 １ 業務歴の調査

エチレン） ２ 作業条件の簡易な調査

３ 一・二―ジクロロエタン（二塩化エ

チレン）による既往歴の有無の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、
おう

傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状

、皮膚又は粘膜の異常等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、

傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状

、皮膚又は粘膜の異常等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査



６ ＡＳＴ等検査

一・一・二・二―テトラクロロエ １ 業務歴の調査

タン（四塩化アセチレン） ２ 作業条件の簡易な調査

３ 一・一・二・二―テトラクロロエタ

ン（四塩化アセチレン）による既往歴

の有無の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、
おう

上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常

等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、

上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常

等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

６ ＡＳＴ等検査

ジクロロメタン（二塩化メチレン １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

） する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ジクロロメタン（二塩化メチレン）

による既往歴の有無の検査

（集中力の低下、頭重、頭痛、めまい

、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄
けん おう

疸、体重減少、上腹部痛等）（集中力
だん

の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に

係る症状にあっては、当該業務に現に

従事する職員に限る。）

４ 自覚症状等の検査



（集中力の低下、頭重、頭痛、めまい

、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄

疸、体重減少、上腹部痛等）（集中力

の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に

係る症状にあっては、当該業務に現に

従事する職員に限る。）

５ 血清総ビリルビンの検査、ＡＳＴ等

検査及びアルカリホスファターゼの検

査

テトラクロロエチレン（パークロ １ 業務歴の調査

ルエチレン） ２ 作業条件の簡易な調査

３ テトラクロロエチレン（パークロル

エチレン）による既往歴の有無の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、
おう

傾眠、振戦、知覚異常、眼の刺激症状

、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異

常等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、

傾眠、振戦、知覚異常、眼の刺激症状

、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異

常等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

６ 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化

物の量の測定

７ ＡＳＴ等検査

８ 尿中の潜血検査

トリクロロエチレン １ 業務歴の調査



２ 作業条件の簡易な調査

３ トリクロロエチレンによる既往歴の

有無の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、
おう

傾眠、振戦、知覚異常、皮膚又は粘膜

の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有
けい

無等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、

傾眠、振戦、知覚異常、皮膚又は粘膜

の異常、頸部等のリンパ節の腫大の有

無等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

６ 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化

物の量の測定

７ ＡＳＴ等検査

８ 尿中の潜血検査又は腹部の超音波に

よる検査若しくは尿路造影検査等の画

像検査（医師が必要と認める場合に限

る。）

臭化メチル １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 臭化メチルによる既往歴の有無の検

査

（頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、

咽喉痛、咳、食欲不振、悪心、嘔吐、
せき おう

腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下

、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進
けん こう



、歩行困難等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四

肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、

発語障害、腱反射亢進、歩行困難等）

５ 皮膚所見の有無の検査

コールタール １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ コールタールによる既往歴の有無の

検査

（胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等

）

４ 自覚症状等の検査

（食欲不振、咳、痰、眼の痛み等）
せき たん

５ 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、

黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚

所見の有無の検査

６ 胸部のエックス線直接撮影による検

査（当該業務に５年以上従事した職員

に限る。）

エチレンイミン １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ エチレンイミンによる既往歴の有無

の検査



（頭痛、咳、痰、胸痛、嘔吐、粘膜刺
せき たん おう

激症状等）

４ 自覚症状等の検査

（頭痛、咳、痰、胸痛、嘔吐、粘膜刺

激症状等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

ニッケル化合物（ニッケルカルボ １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

ニルを除き、粉状の物質に限る。 する職員に限る。）

右欄において同じ。） ２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ニッケル化合物による皮膚、気道等

に係る既往歴の有無の検査

４ 皮膚、気道等に係る自覚症状等の検

査

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

ニッケルカルボニル １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ニッケルカルボニルによる既往歴の

有無の検査

（頭痛、めまい、悪心、嘔吐、咳、胸
おう せき

痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の
そうよう

異常等）

４ 自覚症状等の検査

（頭痛、めまい、悪心、嘔吐、咳、胸

痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の

異常等）



５ 胸部のエックス線直接撮影による検

査（１年につき少なくとも１回）

五酸化バナジウム １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 五酸化バナジウムによる既往歴の有

無の検査

（呼吸器症状等）

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、胸痛、呼吸困難、手指の振
せき たん

戦、皮膚の蒼白、舌の緑着色、指端の
そう

手掌部の角化等）

５ 肺活量の測定

６ 血圧の測定

ビス（クロロメチル）エーテル １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ビス（クロロメチル）エーテルによ

る既往歴の有無の検査

（咳、痰、胸痛、体重減少等）
せき たん

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、胸痛、体重減少等）

５ 胸部のエックス線直接撮影による検

査（当該業務に３年以上従事した職員

に限る。）

アクリルアミド １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ アクリルアミドによる既往歴の有無



の検査

（手足のしびれ、歩行障害、発汗異常

等）

４ 自覚症状等の検査

（手足のしびれ、歩行障害、発汗異常

等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

クロロメチルメチルエーテル １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ クロロメチルメチルエーテルによる

既往歴の有無の検査

（咳、痰、胸痛、体重減少等）
せき たん

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、胸痛、体重減少等）

５ 胸部のエックス線直接撮影による検

査

ニトログリコール １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ ニトログリコールによる既往歴の有

無の検査

（頭痛、胸部違和感、心臓症状、四肢

末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力

感等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、肩凝り、胸部違和感、

心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感



、神経痛、脱力感、胃腸症状等）

５ 血圧の測定

６ 赤血球数等の赤血球系の血液検査

ベータ―プロピオラクトン １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。)

３ ベータ―プロピオラクトンによる既

往歴の有無の検査

（咳、痰、胸痛、体重減少等）
せき たん

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、胸痛、体重減少等）

５ 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有

無の検査

６ 胸部のエックス線直接撮影による検

査

硫酸ジメチル １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 硫酸ジメチルによる既往歴の有無の

検査

（呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等

）

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、嗄声、流涙、結膜及び角膜
せき たん さ

の異常、脱力感、胃腸症状等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

６ 尿中の蛋白の有無の検査
たん

石綿 １ 業務歴の調査



２ 石綿による既往歴の有無の検査

（咳、痰、息切れ、胸痛等）
せき たん

３ 自覚症状等の検査

（咳、痰、息切れ、胸痛等）

４ 胸部のエックス線直接撮影による検

査

５ 胸部のＣＴによる検査（医師が必要

と認める場合に限る。）

ホルムアルデヒド １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ ホルムアルデヒドによる既往歴の有

無の検査

（咳、痰、流涙、咽頭部違和感等）
せき たん

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、流涙、咽頭部違和感等）

５ 眼、鼻腔及び咽喉の粘膜の炎症並び
くう

に皮膚の炎症の検査

一・一―ジメチルヒドラジン １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ 一・一―ジメチルヒドラジンによる

既往歴の有無の検査

（眼の痛み、咳、咽頭痛等）
せき

４ 自覚症状等の検査

（眼の痛み、咳、咽頭痛等）

酸化プロピレン １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）



２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ 酸化プロピレンによる既往歴の有無

の検査

（眼の痛み、咳、咽頭痛、皮膚の刺激
せき

等）

４ 自覚症状等の検査

（眼の痛み、咳、咽頭痛等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

インジウム化合物 １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ インジウム化合物による既往歴の有

無の検査

（咳、痰、息切れ等）
せき たん

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、息切れ等）

５ 血清インジウムの量の測定

６ 血清シアル化糖鎖抗原ＫＬ―６の量

の測定

７ 胸部のエックス線直接撮影又は胸部

のＣＴによる検査（規則第１９条第１

項の規定による健康診断におけるもの

に限る。）

エチルベンゼン １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に



現に従事する職員に限る。）

３ エチルベンゼンによる既往歴の有無

の検査

（眼の痛み、発赤、咳、咽頭痛、鼻腔
せき くう

刺激症状、頭痛、倦怠感等）
けん

４ 自覚症状等の検査

（眼の痛み、発赤、咳、咽頭痛、鼻腔

刺激症状、頭痛、倦怠感等）

５ 尿中のマンデル酸の量の測定（当該

業務に現に従事する職員に限る。）

コバルト及びその無機化合物 １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。)

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ コバルト及びその無機化合物による

既往歴の有無の検査

（咳、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚
せき ぜん

炎等）

４ 自覚症状等の検査

（咳、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚

炎等）

一・四―ジオキサン １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 一・四―ジオキサンによる既往歴の

有無の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、
おう

けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘

膜の異常等）



４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、

けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘

膜の異常等）

５ ＡＳＴ等検査

スチレン １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ スチレンによる既往歴の有無の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、
おう

眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、

頸部等のリンパ節の腫大の有無等）
けい

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、

眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、

頸部等のリンパ節の腫大の有無等）

５ 尿中のマンデル酸及びフェニルグリ

オキシル酸の総量の測定

６ 白血球数及び白血球分画の検査

７ ＡＳＴ等検査

メチルイソブチルケトン １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ メチルイソブチルケトンによる既往

歴の有無の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、
おう

眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚

又は粘膜の異常等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐、



眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚

又は粘膜の異常等）

５ 尿中のメチルイソブチルケトンの量

の測定（医師が必要と認める場合に限

る。）

ナフタレン １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ ナフタレンによる既往歴の有無の検

査

（眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明

、視力低下、咳、痰、咽頭痛、頭痛、
せき たん

食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等
おう

）（眼の痛み、流涙、咳、痰、咽頭痛

、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚

の刺激等の急性の疾患に係る症状にあ

っては、当該業務に現に従事する職員

に限る。）

４ 自覚症状等の検査

（眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明

、視力低下、咳、痰、咽頭痛、頭痛、

食欲不振、悪心、嘔吐等）（眼の痛み

、流涙、咳、痰、咽頭痛、頭痛、食欲

不振、悪心、嘔吐等の急性の疾患に係

る症状にあっては、当該業務に現に従

事する職員に限る。）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査（



当該業務に現に従事する職員に限る。

）

６ 尿中の潜血検査（当該業務に現に従

事する職員に限る。）

リフラクトリーセラミックファイ １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

バー する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ 喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調

査

４ リフラクトリーセラミックファイバ

ーによる既往歴の有無の検査

（咳、痰、息切れ、呼吸困難、胸痛、
せき たん

呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激

等）（眼の痛み、皮膚の刺激等の急性

の疾患に係る症状にあっては、当該業

務に現に従事する職員に限る。）

５ 自覚症状等の検査

（咳、痰、息切れ、呼吸困難、胸痛、

呼吸音の異常、眼の痛み等）（眼の痛

み等の急性の疾患に係る症状にあって

は、当該業務に現に従事する職員に限

る。）

６ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査（

当該業務に現に従事する職員に限る。

）

７ 胸部のエックス線直接撮影による検

査



三酸化二アンチモン １ 業務歴の調査（当該業務に現に従事

する職員に限る。）

２ 作業条件の簡易な調査（当該業務に

現に従事する職員に限る。）

３ 三酸化二アンチモンによる既往歴の

有無の検査

（咳、痰、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、
せき たん おう

アンチモン皮疹等の皮膚症状等）（頭
しん

痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮

疹等の皮膚症状等の急性の疾患に係る

症状にあっては、当該業務に現に従事

する職員に限る。）

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、

アンチモン皮疹等の皮膚症状等）（頭

痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮

疹等の皮膚症状等の急性の疾患に係る

症状にあっては、当該業務に現に従事

する職員に限る。）

５ 尿中のアンチモンの量の測定（当該

業務に現に従事する職員に限り、医師

が必要と認める場合に限る。）

６ 心電図検査（医師が必要と認める場

合に限る。）

溶接ヒューム １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ 溶接ヒュームによる既往歴の有無の

検査



（咳、痰、仮面様顔貌、膏顔、流涎、
せき たん こう ぜん

発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩

行障害、不随意性運動障害、発語異常

等のパーキンソン症候群様症状）

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、仮面様顔貌、膏顔、流涎、

発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩

行障害、不随意性運動障害、発語異常

等のパーキンソン症候群様症状）

５ 握力の測定

有機溶剤（前各欄に掲げる物質に １ 業務歴の調査

含まれる有機溶剤を除く。右欄に ２ 作業条件の簡易な調査

おいて同じ。） ３ 有機溶剤による既往歴の有無の検査

（頭重、頭痛、悪心、嘔吐、不眠、焦
おう

燥感、めまい、四肢倦怠感、食欲不振
けん

、腹痛等）

４ 自覚症状等の検査

（頭重、頭痛、悪心、嘔吐、不眠、焦

燥感、めまい、四肢倦怠感、食欲不振

、腹痛等）

５ 次に掲げる有機溶剤等については、

それぞれ次に定める検査（ただし、前

回の特別の健康診断において⑶から⑺

までに定める検査のうち尿中の有機溶

剤の代謝物の量の検査を受けた職員に

ついて、医師が必要でないと認めると

きは、当該検査を省略することができ

る。）



⑴ 次に掲げる有機溶剤等 血色素量

及び赤血球数の検査

ア エチレングリコールモノエチル

エーテル（セロソルブ）

イ エチレングリコールモノエチル

エーテルアセテート（セロソルブ

アセテート）

ウ エチレングリコールモノ―ノル

マル―ブチルエーテル（ブチルセ

ロソルブ）

エ エチレングリコールモノメチル

エーテル（メチルセロソルブ）

オ アからエまでに掲げる有機溶剤

のいずれかをその重量の５パーセ

ントを超えて含有する物

⑵ 次に掲げる有機溶剤等 ＡＳＴ等

検査

ア 一・二―ジクロルエチレン（二

塩化アセチレン）

イ オルト―ジクロルベンゼン

ウ クレゾール

エ クロルベンゼン

オ アからエまでに掲げる有機溶剤

のいずれかをその重量の５パーセ

ントを超えて含有する物

⑶ 次に掲げる有機溶剤等 尿中のメ

チル馬尿酸の量の検査

ア キシレン



イ アに掲げる有機溶剤をその重量

の５パーセントを超えて含有する

物

⑷ 次に掲げる有機溶剤等 ＡＳＴ等

検査及び尿中のＮ―メチルホルムア

ミドの量の検査

ア Ｎ・Ｎ―ジメチルホルムアミド

イ アに掲げる有機溶剤をその重量

の５パーセントを超えて含有する

物

⑸ 次に掲げる有機溶剤等 尿中のト

リクロル酢酸又は総三塩化物の量の

検査

ア 一・一・一―トリクロルエタン

イ アに掲げる有機溶剤をその重量

の５パーセントを超えて含有する

物

⑹ 次に掲げる有機溶剤等 尿中の馬

尿酸の量の検査

ア トルエン

イ アに掲げる有機溶剤をその重量

の５パーセントを超えて含有する

物

⑺ 次に掲げる有機溶剤等 尿中の二

・五―ヘキサンジオンの量の検査

ア ノルマルヘキサン

イ アに掲げる有機溶剤をその重量

の５パーセントを超えて含有する



物

６ 貧血検査（医師が必要と認める場合

に限り、５⑴に定める検査を行う場合

にあっては、血色素量及び赤血球数の

検査を除く。）

７ ＡＳＴ等検査を含む肝機能検査（医

師が必要と認める場合に限り、５⑵又

は⑷に定める検査を行う場合にあって

は、ＡＳＴ等検査を除く。）

８ 腎機能検査（医師が必要と認める場

合に限る。）

９ 神経学的検査（医師が必要と認める

場合に限る。）

酸、アルカリその他の刺激性物質 １ 業務歴の調査

及び腐食性物質（エチレンオキシ ２ 作業条件の簡易な調査

ドを除く。右欄において同じ。） ３ 酸、アルカリその他の刺激性物質及

び腐食性物質による既往歴の有無の検

査

（咳、痰、嗄声、流涙等）
せき たん さ

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰、嗄声、流涙等）

５ 眼及び口腔の粘膜の炎症、皮膚の炎
くう

症、歯牙の酸しょく等の検査

エチレンオキシド １ 業務歴の調査

２ 作業条件の簡易な調査

３ エチレンオキシドによる既往歴の有

無の検査

（眼の刺激、気道の刺激、皮膚の刺激



、皮膚の浮腫、皮膚の紅斑、皮膚感作

、気道感作（喘息）等）
ぜん

４ 自覚症状等の検査

（眼の刺激、気道の刺激、皮膚の刺激

、皮膚の浮腫、皮膚の紅斑、皮膚感作

、気道感作（喘息）等）

５ リンパ・造血器系及び乳房の検査（

医師が必要と認める場合に限る。）

有機性粉じんその他アレルゲンと １ 業務歴の調査

なるおそれのある物質 ２ 作業条件の簡易な調査

３ 有機性粉じんその他アレルゲンとな

るおそれのある物質による既往歴の有

無の検査

（咳、痰等）
せき たん

４ 自覚症状等の検査

（咳、痰等）

５ 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査

６ 胸部のＣＴによる検査（医師が必要

と認める場合に限る。）

備考 この表に掲げる検査の結果、作業条件の調査又は当該検査以外の検査

が必要と認められる職員に対しては、それぞれ所要の調査又は検査を行

うものとする。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲み又は傍線を付した部分をこ

れに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲み又は傍線を付した部分のように

改める。



改　　正　　後 改　　正　　前
別紙第４の２　特別健康管理手帳の様式 別紙第４の２　特別健康管理手帳の様式
　（その１） 　（その１）

（３頁）

申請前直近の健康診断の結果

年　　　月　　　日

 　ひん

なし、血尿、頻尿、排尿痛、排尿困難

陰性、疑陽性、陽性

　はんこん

なし、充血、貧血、腫脹、出血、瘢痕、潰瘍、ポリープ、腫瘍

腎盂撮影 検査 異常陰診あり、なし　影

年月

自覚症状及び
他 覚 症 状

尿 沈 渣 検 鏡 異常細胞なし、赤血球、白血球、上皮細胞

ぼうこう

じんう

細 胞 診
（パパニコラ法）

膀 胱 鏡 検 査

申請前の尿路系疾病の既往歴及び治療歴

さ

年　　月

既往歴及び治療歴

年　　月

年　　月

年　　月

（３頁）

申請前直近の健康診断の結果

年　　　月　　　日

腹部の超音波に
よる検査、尿路
造 影 検査等の
画 像 検 査

赤血球数、網状
赤血球数、メト
ヘモグロビン
の量等の赤血球
系の 血液検査

尿 中 の 潜 血
検 査

年月

自覚 症状及び
他 覚 症 状

尿沈渣
　さ

検鏡 の

検 査

膀 胱
ぼ う こ う

鏡 検 査

なし、頭痛、悪心、めまい、昏
こん

迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症

状、皮膚粘膜刺激症状、顔面蒼
そう

白、チアノーゼ、運動失調、尿の着

色、血尿、頻尿、排尿痛、その他（　　　　　　）

皮膚炎等の皮膚
所見の有無の
検 査

尿沈渣の パパ
二コラ法による
細 胞 診 の
検 査

申請前の尿路系疾病の既往歴及び治療歴

年　　月

既往歴及び治療歴

年　　月

年　　月

年　　月



　　　　　　（４頁以降の頁（最後の頁を除く。））

年月日

　　　年　　　月　　　日 　　　年　　　月　　　日

項　目

既 往 歴
なし、血尿、頻尿、排尿
痛、その他（　　　　　　）

なし、血尿、頻尿、排尿
痛、その他（　　　　　　）

自 覚 症 状 及 び 他 覚 症 状
なし、血尿、頻尿、排尿
痛、その他（　　　　　　）

なし、血尿、頻尿、排尿
痛、その他（　　　　　　）

尿 中 の 潜 血 検 査

尿 沈 渣 検 鏡 の 検 査

尿沈渣のパパ二コラ法に
よ る 細 胞 診 の
検 査

判 定
異常なし、
要再検（　　　　　　　）、
要追加健診（　　　　　　）

異常なし、
要再検（　　　　　　　）、
要追加健診（　　　　　　）

医 療 機 関 名 及 び 医 師 名

年月日

　　　年　　　月　　　日 　　　年　　　月　　　日

項　目

膀 胱 鏡 検 査

異常なし、 異常なし、

要再検項目 要再検項目

（　　　　　　　　　　　　）、 （　　　　　　　　　　　　）、

要療養 要療養

医 療 機 関 名 及 び 医 師 名

健

康

診

断

追

加

健

康

診

断

腹部の超音波による検査、
尿 路 造 影 検 査 等 の 画 像
検 査

判 定

　　　　　　（４頁以降の頁（最後の頁を除く。））

年月日

　　　年　　　月　　　日 　　　年　　　月　　　日

項　目

既 往 歴
なし、血尿、頻尿、排尿
痛、排尿困難

なし、血尿、頻尿、排尿
痛、排尿困難

自 覚 症 状 及 び 他 覚 症 状
なし、血尿、頻尿、排尿
痛、排尿困難

なし、血尿、頻尿、排尿
痛、排尿困難

尿 沈 渣 検 鏡 異 常
異常細胞なし、赤血球、
白血球、上皮細胞

異常細胞なし、赤血球、
白血球、上皮細胞

細 胞 診
陰性、疑陽性、陽性 陰性、疑陽性、陽性

（ パ パ ニ コ ラ 法 ）

判 定
異常なし、要再検、要追
加健診

異常なし、要再検、要追
加健診

医 療 機 関 名 及 び 医 師 名

年月日

　　　年　　　月　　　日 　　　年　　　月　　　日

項　目

膀 胱 鏡 検 査
なし、充血、貧血、腫脹、
出血、瘢痕、潰瘍、ポリー
プ、腫瘍

なし、充血、貧血、腫脹、
出血、瘢痕、潰瘍、ポリー
プ、腫瘍

異常陰影あり 異常陰影あり

なし なし

異常なし、 異常なし、

要再検項目 要再検項目

（　　　　　　　　　　　　）、 （　　　　　　　　　　　　）、

要療養 要療養

医 療 機 関 名 及 び 医 師 名

健

康

診

断

追

加

健

康

診

断

腎 盂 撮 影 検 査

判 定



　（その５） 　（その５）





　（その６） 　（その６）

（３頁）

申 請 前 直 近 の 健 康 診 断 の 結 果

年　　　月　　　日

血清間接ビリルビン

自 覚 症 状 及 び

他 覚 症 状

赤血球系の血液検査

腹部の超音波による
検査等の画像検査

ＣＡ19―９等の血液
中の腫瘍マーカーの
検査

申請前の１・２―ジクロロプロパンに係る疾病の既往歴及び治療歴

　　 　年　　 月

　　　 年　　 月

　　　 年　 　月

　　 　年 　　月

なし、眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔
く う

刺激症状、

皮膚炎、悪心、嘔吐
お う

、黄疸
だん

、体重減少、上腹部痛、

既 往 歴 及 び 治 療 歴年月

その他（　　　　　　　　　　）

Ａ Ｌ ― Ｐ

血 清総 ビ リル ビ ン

Ａ Ｓ Ｔ

Ａ Ｌ Ｔ

γ ― Ｇ Ｔ

（３頁）

申 請 前 直 近 の 健 康 診 断 の 結 果

年　　　月　　　日

その他（　　　　　　　　　　）

Ａ Ｌ ― Ｐ

血 清 総ビ リ ル ビン

Ｇ Ｏ Ｔ

Ｇ Ｐ Ｔ

γ ― Ｇ Ｔ Ｐ

申請前の１・２―ジクロロプロパンに係る疾病の既往歴及び治療歴

　　 　年　　 月

　　　 年　　 月

　　　 年　 　月

　　 　年 　　月

なし、眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔
く う

刺激症状、

皮膚炎、悪心、嘔吐
お う

、黄疸
だん

、体重減少、上腹部痛、

既 往 歴 及 び 治 療 歴年月

血清間接ビリルビン

自 覚 症 状 及 び

他 覚 症 状

赤血球系の血液検査

腹部の超音波による
検査等の画像検査

ＣＡ19－９等の血液

中の腫瘍
し ゅ よ う

マーカーの

検査



（略） （略）

　　 　　　　（４頁以降の頁（最後の頁を除く。））

年月日

年 月 日 年 月 日

項　目

なし、悪心、嘔吐
お う

、黄疸
だん

、 なし、悪心、嘔吐
お う

、黄疸
だん

、

既 往 症 体重減少、上腹部痛、 体重減少、上腹部痛、

その他（　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　）

なし、悪心、嘔吐
お う

、黄疸
だん

、 なし、悪心、嘔吐
お う

、黄疸
だん

、

体重減少、上腹部痛、 体重減少、上腹部痛、

その他（　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　）

血 清 総 ビ リ ル ビ ン

Ｇ Ｏ Ｔ

Ｇ Ｐ Ｔ

γ ― Ｇ Ｔ Ｐ

Ａ Ｌ ― Ｐ

異常なし、 異常なし、

要再検（　　　　　　　　　）、 要再検（　　　　　　　　　）、

要追加健診（　　　　　　） 要追加健診（　　　　　　）

医療機関名及び医師名

年月日

年 月 日 年 月 日

項　目

異常なし、 異常なし、

要再検項目（　　　　　　）、 要再検項目（　　　　　　）、

要療養 要療養

医療機関名及び医師名

判 定

健

康

診

断

追

加

健

康

診

断

自覚症状及び他覚症状

判 定

ＣＡ19―９等の血液

中の腫瘍
し ゅ よ う

マーカーの

検査

腹部の超音波による検査
等の画像検査

　　 　　　　（４頁以降の頁（最後の頁を除く。））

年月日

年 月 日 年 月 日

項　目

なし、悪心、嘔吐、黄疸、 なし、悪心、嘔吐、黄疸、

既 往 歴 体重減少、上腹部痛、 体重減少、上腹部痛、

その他（　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　）

なし、悪心、嘔吐、黄疸、 なし、悪心、嘔吐、黄疸、

体重減少、上腹部痛、 体重減少、上腹部痛、

その他（　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　）

血 清 総 ビ リ ル ビ ン

Ａ Ｓ Ｔ

Ａ Ｌ Ｔ

γ ― Ｇ Ｔ

Ａ Ｌ ― Ｐ

異常なし、 異常なし、

要再検（　　　　　　　　　）、 要再検（　　　　　　　　　）、

要追加健診（　　　　　　） 要追加健診（　　　　　　）

医療機関名及び医師名

年月日

年 月 日 年 月 日

項　目

異常なし、 異常なし、

要再検項目（　　　　　　）、 要再検項目（　　　　　　）、

要療養 要療養

医療機関名及び医師名

判 定

健

康

診

断

追

加

健

康

診

断

自覚症状及び他覚症状

判 定

ＣＡ19―９等の血液中
の腫瘍マーカーの検査

腹部の超音波による検査
等の画像検査



別紙第４の３　特別健康管理手帳交付申請書の様式及び記入要領 別紙第４の３　特別健康管理手帳交付申請書の様式及び記入要領

　１　様式 　１　様式

　　（その１）特別健康管理手帳（ベンジジン等）の交付申請書 　　（その１）特別健康管理手帳（ベンジジン等）の交付申請書

（略） （略）

（略）

申請前直近の健康診断の結果

年　　　月　　　日

申請前の尿路系疾病の既往歴及び治療歴

年　　月

既往歴及び治療歴

年　　月

年　　月

年　　月

年月

なし、頭痛、悪心、めまい、昏
こん

迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症

状、皮膚粘膜刺激症状、顔面蒼
そう

白、チアノーゼ、運動失調、尿の着

色、血尿、頻尿、排尿痛、その他（　　　　　）

皮膚 炎等の 皮膚
所 見 の 有 無 の

検 査

自覚症状及び
他 覚 症 状

尿 中 の 潜 血
検 査

尿沈渣
 さ

検鏡の

検 査

尿 沈 渣 の パ パ
ニコ ラ法に よる
細 胞 診 の

検 査

腹部の超音波
による検査、
尿路造影検査
等の画像検査

赤血 球数、 網状

赤血 球数、 メト
ヘモ グロビ ンの
量等 の赤血 球系

の 血 液 検 査

膀 胱
ぼ うこう

鏡 検 査

申請前直近の健康診断の結果

年　　　月　　　日

なし、血尿、頻尿、排尿痛、排尿困難

陰性、疑陽性、陽性

ちょう 　　はん

なし、充血、貧血、腫脹、出血、瘢痕、潰瘍、ポリープ、腫瘍膀 胱 鏡 検 査

申請前の尿路系疾病の既往歴及び治療歴

年　　月

既往歴及び治療歴

年　　月

年　　月

年　　月

年月

　　う

自覚症状及び他
覚 症 状

異常細胞なし、赤血球、白血球、上皮細胞

細 胞 診

尿 沈 渣 検 鏡
さ

異常陰診あり、なし　影腎盂撮影 検査

（パパニコラ法）

ぼうこう



　　（その５）特別健康管理手帳（石綿）の交付申請書 　　（その５）特別健康管理手帳（石綿）の交付申請書

（略） （略）



　　（その６）特別健康管理手帳（１・２―ジクロロプロパン）の交付申請書 　　（その６）特別健康管理手帳（１・２―ジクロロプロパン）の交付申請書

（略） （略）

申 請 前 直 近 の 健 康 診 断 の 結 果

年　　　月　　　日

申請前の１・２―ジクロロプロパンに係る疾病の既往歴及び治療歴

年月 既 往 歴 及 び 治 療 歴

　　　 年 　　月

　　　 年　　 月

　　　 年　 　月

　　　 年　 　月

血 清 総 ビリ ル ビン

自 覚 症 状 及 び

他 覚 症 状

Ａ Ｓ Ｔ

なし、眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔
くう

刺激症状、

皮膚炎、悪心、嘔吐
お う

、黄疸
だん

、体重減少、上腹部痛、

その他（　　　　　　　　　　）

Ａ Ｌ Ｔ

γ ― Ｇ Ｔ

赤血球系の血液検査

ＣＡ19―９等の血液中
の腫瘍マーカーの検査

血清間接ビリルビン

Ａ Ｌ ― Ｐ

腹部の超音波による
検 査 等の 画 像 検 査

申 請 前 直 近 の 健 康 診 断 の 結 果

年　　　月　　　日

申請前の１・２―ジクロロプロパンに係る疾病の既往歴及び治療歴

年月 既 往 歴 及 び 治 療 歴

　　　 年 　　月

　　　 年　　 月

　　　 年　 　月

　　　 年　 　月

血清 総 ビリ ル ビン

自 覚 症 状 及 び

他 覚 症 状

Ｇ Ｏ Ｔ

なし、眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔
くう

刺激症状、

皮膚炎、悪心、嘔吐
お う

、黄疸
だん

、体重減少、上腹部痛、

その他（　　　　　　　　　　）

Ｇ Ｐ Ｔ

γ ― Ｇ Ｔ Ｐ

赤血球系の血液検査

ＣＡ19―９等の血液中

の腫瘍マーカーの検査

血清間接ビリルビン

Ａ Ｌ ― Ｐ

腹部の超音波による
検査 等 の 画 像 検 査



以 上


